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（２）重層的支援体制整備事業 

 重層的支援体制整備事業は、社会福祉法の第 106 条の４第２項において、対象者の属性

を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施すること

により、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備する

ことを目的とするとされています。 

 本市においては、重層的支援体制整備事業として、包括的相談支援事業、地域づくり事

業、多機関協働事業・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業の各取組を

一体的に推進しています。 
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■本市における重層的支援体制整備事業 概要 （令和６年度末現在） 

  

〇世代や属性にかかわらず、包括的に相談を受け止める体制づくり 

・各相談機関の連携協力体制を統括的に管理指導する機関として「栃木市福祉総合相談支援センター」を設置する。 

  【栃木市福祉総合相談支援センター 構成相談機関】 

  ①地域包括支援センター（高齢者） ②福祉総務課（生活保護） ③障がい福祉課（障がい児者） 

    ④障がい児者相談支援センター（障がい児者） ⑤高齢介護課（高齢者） ⑥健康増進課（成人）  

    ⑦子育て総務課（こども） ⑧地域子育て支援センター（こども） ⑨こども家庭センター（こども・保護者）  

    ⑩保育課（こども・保護者） ⑪学校教育課（こども・保護者） ⑫栃木市社会福祉協議会（地域福祉）  

    ⑬とちぎ市くらしサポートセンター（生活困窮） ⑭成年後見サポートセンター（高齢者・障がい児者） 

  ⑮とちぎ権利擁護センター あすてらす・とちぎ（高齢者・障がい児者） 

 

 

○複雑・複合化した事例に対する支援関係機関の抱える課題の把握、支援の方向性の整理 

○本人と直接かつ継続的に関わるための信頼関係の構築や、本人とのつながりづくり 

 ・相談支援包括化推進員を配置し、相談機関のコーディネート及び世帯支援を行う。 

Ⅰ 相談支援（包括的相談支援事業） 

多機関協働事業・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（一体型） 

〇社会とのつながりを段階的に回復する 

・既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間のニーズに対応する。 

    （地域の社会資源や支援メニューとのコーディネート） 

Ⅱ 参加支援（参加支援事業） 

〇世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備、個別の活動や人のコーディネート等 

・地域介護予防活動支援事業 

  （はつらつセンター事業 いきいきサロン事業 ますます元気サポーター活動支援 あったかとちぎ体操） 

・生活支援体制整備事業 

  （第１層：生活支援コーディネーター、就労的活動支援コーディネーター 第２層：生活支援コーディネーター） 

・地域子育て支援拠点事業 

  （地域子育て支援センター） 

・生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

  （地区懇談会、地域福祉サポーター養成講座） 

・地域活動支援センター事業 

Ⅲ 地域づくりに向けた支援（地域づくり事業） 
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（３）地域力の強化 

地域共生社会の実現に向けて、地域住民が地域課題を把握し、解決に向けて主体的に活

動することが望まれます。そのためには公的な支援と共に、目指すべき地域像や地域課題

の解決方法について住民自らが考え、話し合いを行うことができる人材の育成、体制の整

備が必要となります。 

本市では、「重層的支援体制整備事業」及び「生活支援体制整備事業」の一環として、地

域課題に身近にある「支え合い活動」等の地域資源（地域のお宝）発見発掘を中心にすす

めています。今後も全市をあげて、地域の強みや地域資源を活かした地域力の強化に取り

組んでいく必要があります。 

◆栃木市モデル 

資料：栃木市社会福祉協議会 

（４）ウェルビーイングの視点 

世界保健機関（WHO）憲章では、「Health(健康)」を定義する文章の中で「well-being（ウ

ェルビーイング）」という言葉を使用して、「健康とは、病気ではないとか、弱っていない

ということではなく、身体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた

状態にあること」としています。 

アンケート調査結果では、日頃の悩みや不安について、「老後の暮らしに関すること」「健

康に関すること」が約５割と高くなっています。 

住み慣れた地域で、全ての人が心豊かに暮らしていくことができるよう、ウェルビーイ

ングの視点を取り入れながら取組を推進していくことが必要と考えられます。 
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第３章 地域共生社会推進の基本的方向 
 

１ 基本理念 

◆共通の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市総合計画では、基本構想の将来都市像を「豊かな自然と共生し 優しさと強さが調和

した活力あふれる栃木市」としています。 

その中の「地域福祉の充実」では、地域住民の抱える多様・複雑化した問題に対応するた

め、包括的な相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援

体制整備事業に取り組みます、と謳っています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の流行によって、経済的な成功よりも生きがいや健康

に楽しく生きることを優先させる「ウェルビーイング」への志向が個人に高まっていると言

われており、一人ひとりのニーズに合ったサービスや正確な情報が提供されることで、画一

的でない多様な幸せが実現されるような社会の形成が求められています。 

30 年後の本市を見据えて、市民全体に浸透する、簡潔でわかりやすい目標が必要と考え、

第２期計画において、みんなが心からあったかいと感じること、春の日差しのようなあった

かさが、計画の根底に流れることを目指して、基本理念を「共に考え 共に支え合う あっ

たかとちぎ」としたところであり、第３期計画においてもこの基本理念を継承します。 

また、地域福祉計画と地域福祉活動計画は車の両輪のような関係であることから、第３期

計画においても、基本理念を共通のものとし、計画を一体的に推進します。 

  

【共通の基本理念】 

共に考え 共に支え合う あったかとちぎ 

 

栃木市地域福祉計画 

 

栃木市地域福祉活動計画 

（栃 木 市） （栃木市社会福祉協議会） 
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２ 基本目標 

基本理念の実現に向けて、基本目標を地域福祉計画と地域福祉活動計画の共通のものとし、

それぞれの役割に沿った事業や施策を総合的に展開します。 

❖ 基本目標１ みんなが支え・支えられる地域づくり 

地域住民のあつまる場や話し合いの場を充実させ、生活課題の把握を進めるとともに、地

域のコーディネーターと住民が、多様な人や資源とのつながりを創出し、課題解決を図りま

す。 

 介護、子育て、障がい、病気等にとどまらず、住まい、就労、教育、家計、地域社会からの

孤立など様々な領域にまで及ぶ本人や世帯の課題を受け止めるため、本人や世帯を「制度」

の枠組みから見るのではなく、必要な支援を考え、包括的な支援に取り組み、断らない相談、

継続的な支援、制度の狭間にある課題への対応を進めます。 

❖ 基本目標２ 地域を支える人づくり 

 福祉に関する啓発や福祉教育を充実させるとともに、こども、高齢者、障がいのある人な

ど地域の様々な人との交流を促進することで、自分や家族が暮らしたい地域について考える

「地域共生社会」の意識を醸成します。また、地域住民の主体的な参加、協力により地域共生

社会が推進できるよう、研修会や講座、団体への支援などを通じ、担い手づくりを進めます。 

❖ 基本目標３ 福祉サービスを利用しやすい地域づくり 

福祉サービスに関する情報提供を充実させるとともに、社会福祉従事者の専門性を向上し、

相談支援体制の充実を図ります。 

 また、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、高齢者や障がいのある人等

の人権や財産等の権利を守るとともに、生活困窮や孤立している人等の住まいの確保、就労

に向けた支援、さらには、こどもの貧困対策やヤングケアラーへの支援を推進します。 

❖ 基本目標４ 安全・安心な地域づくり 

地震や風水害などの大規模な自然災害や、高齢者やこどもを狙った犯罪、登下校時の交通

事故などが後を絶たず、高齢者のひとり暮らしや認知症の人、介護が必要な人の増加など、

地域における見守りや支え合い、助け合いはますます重要となっています。 

 また、地域の過疎化や運転免許証の返納等により、空き家の増加や日常の買い物や通院な

どの移動手段に困っている状況が見られます。住み慣れた地域で、安心して暮らしていくこ

とができるよう、安全・安心な暮らしづくり向けた取組を推進します。 
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３ 計画の体系 

基本 
理念 

基本 
目標 

基本施策 施策の方向性 

共
に
考
え 

共
に
支
え
合
う 
あ
っ
た
か
と
ち
ぎ 

み
ん
な
が
支
え
・
支
え
ら
れ
る 

地
域
づ
く
り 

１．地域住民の地域生活課題の把握、 

    取組促進 

(1)地域住民があつまる場の充実 

(2)地域生活課題を話し合う場の充実 

(3)多様な人や資源とのつながりの創出 

２．多機関協働、多職種連携による 

    支援体制の充実 

(1)アウトリーチ支援の充実 

(2)相談を丸ごと受け止める（断らない）体制の充実  

(3)多機関協働による包括的な支援体制の充実 

地
域
を
支
え
る
人
づ
く
り 

１．当事者としての福祉意識の向上 

(1)福祉に関する啓発 

(2)福祉教育の推進 

(3)交流による理解促進 

２．地域福祉活動への多様な担い手づくり 

(1)地域福祉活動の担い手づくり 

(2)地域、団体等の活動支援  

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
や
す
い 

地
域
づ
く
り 

１．福祉サービスの適切な利用の促進 

(1)福祉サービスの情報発信 

(2)福祉サービスの質の向上  

２．権利擁護体制の充実 

(1)権利擁護の理解促進と利用支援  

(2)虐待防止対策の推進  

３．生活困窮、こどもの貧困対策の推進 

(1)生活困窮者に対する相談支援機能の充実 

(2)こどもの貧困対策の推進 

安
全
・
安
心
な 

地
域
づ
く
り 

１．支え合い活動の充実 

(1)支え合い活動の推進 

(2)防犯、防災活動の推進 

２．移動手段、生活環境等の整備 

(1)外出支援の充実 

(2)生活環境整備の充実 

  

１ 

２ 

３ 

４ 
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４ 「ＳＤＧｓ」と本計画との関係 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ
エスディジーズ

：Sustainable Development Goals）とは、2015 年９月の

国連サミットで加盟国の全会一致で採択された、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目

指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残

さない（leave no one behind）」ことを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、

先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、我が国としても積極的に取組

を進めています。 

本計画の推進にあたっては、17 のすべてのゴールへの視点を取り入れ、「誰一人取り残さ

ない」社会の構築を推進します。 

＜ＳＤＧｓの 17の目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 貧困をなくそう 10 人や国の不平等をなくそう 

2 飢餓をゼロに 11 住み続けられるまちづくりを 

3 すべての人に健康と福祉を 12 つくる責任つかう責任 

4 質の高い教育をみんなに 13 気候変動に具体的な対策を 

5 ジェンダー平等を実現しよう 14 海の豊かさを守ろう 

6 安全な水とトイレを世界中に 15 陸の豊かさも守ろう 

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 16 平和と公正をすべての人に 

8 働きがいも経済成長も 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

9 産業と技術革新の基盤をつくろう   
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第４章 地域福祉施策、地域福祉活動の展開 

■ 自助・互助・共助・公助の役割分担 

施策や活動を展開するうえで、「自助」・「互助」・「共助」・「公助」のバランスを取ることが

必要であり、特に、社会の複雑化や効率化とともに薄れてきた、「互助」・「共助」を改めて高

めていくことが重要であると考えます。 

福祉の持続可能性を考える上でも、改めて「互助」・「共助」の充実と、それを支える行政

の役割を明確にしていきます。 

 

◆地域福祉と自助・互助・共助・公助のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「自分や家族でできること

は自分で」 

家族介護、育児、 
疾病予防、健康管理 等 

「行政等機関や事業所等と

連携しながら」 

地域自治区、地区社協、 
社会福祉法⼈、医療法⼈、
ＮＰＯ法⼈ 等 

「自分で解決できない問題

は隣近所（住民活動）やボ

ランティア活動で」 

こどもや高齢者の⾒守り・
交流、安⼼・安全活動 等 

「個人・家族や地域で解決

できない問題等は行政（公

的制度）で」 

高齢者福祉事業、障がい者
福祉事業、子育て支援事業、
生活保護 等 

自助 

公助 

共助 互助 
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■ 圏域の設定 

地域に密着した福祉活動の展開を図るためには、福祉の推進単位となる「圏域」を設定し、

必要な諸条件を整備する必要があります。 

本市では圏域として、市全体を単位とした「第１層」、中学校区を単位とした「第２層」、

小学校区を単位とした「第３層」に区分します。 

また、栃木市社会福祉協議会が市内 17 カ所に設置する地区社会福祉協議会（通称：地区社

協）の圏域を「住民に身近な圏域」とし、「第３層」には、「自治会」「近助※」の圏域を設け、

それぞれの圏域において取り組む分野や体制を明確にし、重層的な事業展開を図ることとし

ます。 

※近助：隣近所や自治会の班といった、住民に特に身近な範囲のことを本市では「近助」と定義しま

す。 

 

◆圏域のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校数、団体数は令和６年４月現在 

第２層 中学校区（13 校） 

・住民に身近な圏域（17 地区社会福祉協議会） 

 

第３層 小学校区（29 校） 

・自治会（469 自治会） 

・近助 
（隣近所、自治会の班） 

 
本人 
家族 

自助・互助・共助 

近隣による支え合い 

専門的な支援 

広域的な支援体制 

第１層 市全体 
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◆福祉圏域（単位）の概要 

圏域 単位 圏域・単位の概念・役割等 主な組織・活動等 

第
１
層 

市
全
体 

市全体を範囲とするもので、基幹的な相談支援

機関の運営や、各種計画の立案、施策・事業の実

施に取り組みます。専門的かつ複合的で高度な課

題への対応も不可欠であり、地域包括支援センタ

ーを始めとする公的な相談支援機関・専門機関等

が多職種連携によるネットワークを構築し、課題

の解決に向けた取組が期待される圏域です。 

･栃木市 

･市社会福祉協議会 

･福祉事務所 

･こども家庭センター 

･地域包括ケア推進会議（第１層協議体） 

･障がい者等自立支援協議会 

･要保護児童対策地域協議会 

･権利擁護支援地域連携ネットワーク 

･配偶者暴力相談支援センター 

･生活支援コーディネーター 

･就労的活動支援コーディネーター 

･NPO法人、各種住民団体 

第
２
層 

 

中
学
校
区 

地区社会福祉協議会や地域包括支援センター

などが組織され、行政等機関や事業所等とも連携

しながら自治会活動や福祉活動が行われている

範囲です。地区社会福祉協議会、地区懇談会等と

の関わり等により、地域で課題の把握及び解決を

試みるような取組が期待される圏域です。 

･地域包括支援センター 

･地区社会福祉協議会 

･日常生活圏域個別ケア会議 

･第２層協議体  

･地区懇談会 

･生活支援コーディネーター 

･地域福祉サポーター 

･ふれあい在宅福祉サービス協力員 

･認知症カフェ  

･チームオレンジ 

･こども食堂 

･とちぎ未来アシストネット 

･公民館 

住
民
に
身
近
な
圏
域 

第
３
層 

小
学
校
区 

小学校区を単位とし、学校や公民館において、

福祉教育、地域の交流、生涯学習などの各種講座、

地域づくりに向けた活動が行われている範囲で

す。住民に身近な圏域における課題解決に向けた

話し合いや取組の推進が期待される圏域です。 

･第３層協議体 

･PTA 

･学校運営協議会 

･スクールソーシャルワーカー 

自
治
会 

自治会を単位とし、地域の防犯や防災活動、サ

ロン活動、行事・祭礼などの活動が日常的・定期

的に行われている範囲です。行政とのパイプ役と

して公共的な性格も持ち合わせており、市や社会

福祉協議会等関連組織の支援を受けつつ地域の

福祉ニーズの把握と課題解決に主体的に関わる

ことが期待される圏域単位です。 

･自治会 

･シニアクラブ 

･こども会育成会 

･民生委員・児童委員 

･高齢者ふれあい相談員 

･地域支え合い活動推進 

･コミュニティカフェ 

･はつらつセンター 

近
助 

隣近所、自治会の班など、ご近所同士のつきあ

いや支え合い、助け合いが日常的に行われている

範囲です。組織的な活動というよりは、個人と個

人のつながりの中で自然と生み出される活動が

主体であり、地域共生社会の推進に向けて、最も

身近な活動を行う圏域単位です。 

･いきいきサロン 

･地域のお宝 

･散歩仲間 

･井戸端会議 
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❖ 基本目標１ みんなが支え・支えられる地域づくり 

◎ 基本施策１－１ 地域住民の地域生活課題の把握、取組促進 

 

 

 

 

 

地域福祉を推進していくためには、地域住民、民間事業者、社会福祉法人、民生委員・児

童委員、行政等の多様な構成員が参加・協働していくことが必要です。障がいのある人等へ

の合理的配慮と障がいのある人も暮らしやすい地域づくりを推進するためにも、それぞれの

地域においては、具体的に連携する「仕組みづくり」や事例に基づく「対話・協議」を行う

ことが大切であり、そのような場を設けていくことが重要と考えられます。 

 

（１）地域住民があつまる場の充実 

 会議や集い、サロン等では、分野を問わず多様な地域の取組や課題が寄せられます。こ

うした集まり等の発見、機能強化や、新たな場づくりを行い、地域の強みや課題の把握に

向けた取組の充実を図ります。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

地域介護予防活動 

支援事業 

･ 地域において高齢者自ら活動に参加し、介護予防に向けた取り組

みが主体的に行われるような地域社会の構築を目指して「はつら

つセンター事業」や「介護予防ボランティア育成事業」（ますま

す元気サポーター活動支援）、「地域づくり型介護予防事業」（あ

ったかとちぎ体操）等を積極的に実施し、地域介護予防活動の場

の拡大・充実を支援します。 

［担当：地域包括ケア推進課］（重層） 

地域子育て 

支援センター 

･ 乳幼児及び保護者が相互の交流を図り、子育てについての相談、

情報の提供、助言、講習その他の支援を行います。 

［担当：子育て総務課］（重層） 

  

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 町内の活動事例を聞けることは良い 

 高齢者ばかりでなくいろいろな障がいを持つ人の対策も話し合いたい 

 みんなが集まる場を教えて欲しい 

 いろんな事例に基づいた話に沿って、解決策の話を行いたい 

 孤独死を防ぐ事例や終活についての学習会を開催してほしい         など 

現 状 

主な取組・事業 

 

  

【主な SDGs 関連指標】
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取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★地域のお宝さがし

の実施 

･ 地域に根付く住民の身近にある居場所（井戸端会議等）や支え合

い活動を「地域のお宝」と称し、生活支援コーディネーターや地

域福祉サポーターを中心として発掘や発見し「見える化」を進め

ます。（発表会を適宜開催） 

［担当：社会福祉協議会］（重層） 

コミュニティカフェ

の実施 

･ 民間店舗の一部を借用するなど、企業との連携を含めて認知症カ

フェやコミュニティカフェ等を住民の身近な場所に設置し、当事

者や参加者がそれぞれの役割を持ちながら「社会参加のきっかけ」

や「つながる場」として推進します。 

［担当：社会福祉協議会］（重層） 

 

（２）地域生活課題を話し合う場の充実 

 住民に身近な圏域において、地域住民やボランティア、地域住民を主体とする地区社協、

ＮＰＯ等が中心となって、住民が主体的に地域の強みや課題を把握し、解決を試みること

ができる話し合いの場の充実を図ります。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★日常生活圏域ケア

会議兼地区懇談会の

開催 

･ 地域内の地縁組織メンバーや行政職員、社会福祉協議会職員、介

護事業所専門員等が参加し、顔の見える関係づくりや相互に相談

し協働ができるネットワークを構築しながら、地域の強みや課題

解決に向けた対策等を話し合うことで「支え合える地域づくり」

を目指します。 

［担当：地域包括ケア推進課・社会福祉協議会］（重層） 

協議体活動の支援 

･ 互助を中心とした地域づくりを住民主体で進めるために、地域内

の多様な主体メンバーが参加し、地域課題の発掘や活動内容を検

討していく協議体活動を支援します。 

［担当：社会福祉協議会］（重層） 
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（３）多様な人や資源とのつながりの創出 

 福祉や医療、教育、環境などの各分野における会議や集い、サロン等をより多く発見す

るとともに、ソーシャルワーク機能を果たす人等が、こうした場に参加するなど、地域共

生社会に向けた多様な人や資源とのつながりを創出します。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

地域活動 

支援センター 

･ 地域のニーズに沿った施策の再構築をすすめ、これまで継続され

てきた創作的活動・生産活動の機会を提供していくとともに、地

域との連携を密にし、誰もが利用しやすい要支援者の環境整備に

取り組みます。 

［担当：障がい福祉課］（重層） 

シニアクラブ事業 

･ 高齢者と同世代の方々や地域の人々との交流をサポートし、支え

合いの意識を育むことや、地域コミュニティにおける助け合いを

促進します。 

［担当：高齢介護課］ 

高齢者 

ふれあい相談員事業 

･ 高齢者ふれあい相談員が、70 歳以上の人のみが暮らす世帯に訪問

し、安否確認や相談に応じます。 

［担当：高齢介護課］ 

生活支援体制 

整備事業 

･ 高齢者の生活支援ニーズに合わせた地域資源の発掘やマッチング

を担う生活支援コーディネーターを配置するとともに、地域に不

足する資源を創出するための協議の場となる協議体の設置も行

い、生活支援サービスの提供体制を整備します。 

［担当：地域包括ケア推進課］（重層） 

★参加支援事業 

「ちょこっとジョブ 

・ちょこっとボラン

ティア応援事業」 

･ 就労経験が少なく、自分に自信がない等の理由により就労に繋が

らない者に対して、足掛かりとして民間事業所等の協力を得なが

ら、当事者に合ったボランティアや就労の機会を提供し、地域と

のつながりを持ち、自立した生活や社会参加を進めていきます。 

［担当：社会福祉協議会］（重層） 

多世代交流イベント

事業の開催 

･ 福祉まつりや世代間交流事業等の交流イベントを開催し、高齢者

や障がいのある人等の当事者と参加者の交流を促し、つながりを

生むことや相互の支え合い活動等や共生社会の推進を図ります。 

［担当：社会福祉協議会］ 
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◎ 基本施策１－２ 多機関協働、多職種連携による支援体制の充実 

 

 

 

 

 

予防的福祉の推進では、問題が深刻化し、解決が困難な状況となる前に早期に発見して支

援につなげていくことが重要です。しかしながら、その時点では支援を拒否したり、本人や

家族に困っている自覚がない場合もあります。本人の意志や尊厳を尊重する視点を前提とし

ながら、地域の見守り活動や専門家によるアウトリーチなど、必要な時に必要な支援が届け

られる環境をつくることが重要と考えられます。 

また、当事者中心の「丸ごと」の支援では、専門職による多職種連携や地域住民等との協

働を進め、分野別、年齢別等の縦割りによらない包括的な支援体制の整備を進めていくこと

が必要です。 

 

（１）アウトリーチ支援の充実 

 地域から孤立していたり、課題が複雑なため、どこに相談して良いか分からないという

状況に置かれていることも考えられます。「待ちの姿勢」ではなく、地域の関係機関等と連

携し、困っている人を早期に把握し、支援につなげることができるアウトリーチ支援体制

の充実を図ります。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★アウトリーチ等を

通じた継続的支援 

事業 

･ 複雑複合化した課題を抱えながらも、支援が届いていない人に支

援を届けるため、要支援者の情報把握を地域において行うととも

に、必要に応じた要支援者への訪問等により関係性を構築し、支

援に繋げます。 

［担当：地域包括ケア推進課・社会福祉協議会］（重層） 

地域福祉サポーター

活動支援 

･ 「地域のお宝」の発見や発掘、地域福祉活動の一助を担うサポー

ターと協働し、地域内のつながりや支え合い活動の推進を図りま

す。またサポーターを対象とした研修会（スタートアップ・養成・

スキルアップ）を実施し活動の幅を広げます。 

［担当：社会福祉協議会］（重層） 

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 自治会と民生委員とのコミュニケーションをつくっていきたい 

 人と人とが繋がり協力、協働する事が大切だと思う 

 ふれあい相談員が訪問しない人への支援の仕方等について話し合いたい 

 様々な団体の人との交流は、今後の活動の際に相談ができるのではないかと思う 

 地域包括支援センターの役割がよくわからない               など 

現 状 

主な取組・事業 
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取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

ふれあい在宅 

福祉サービスの推進 

･ 住民相互の支え合いの精神に基づき、住民の自発的参加と協力を

得て、掃除や調理等の家事支援を中心としたサービスを提供し、

在宅福祉の推進を図ります。 

［担当：社会福祉協議会］ 

企業等との連携 

･ 民間企業等の協力を得ながら、企業活動を通した課題把握などと

連携し、困っている人を早期に把握します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

 

（２）相談を丸ごと受け止める（断らない）体制の充実 

 地域活動を通して把握した住民が抱える課題を包括的に受け止め、情報提供や助言を行

うとともに、必要に応じて関係機関につなぐことのできる体制を整備します。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

ひきこもり対策事業 

･ ひきこもり状態にある人の障がいについて、家族の理解を得なが

ら相談支援につなぎ、適切な支援に結びつけることで、本人の自

立を促します。 

［担当：障がい福祉課］ 

こどもなんでも 

相談窓口 

･ こどもに関する全ての相談を受け付け、必要に応じた支援や関係

機関につなぎます。 

［担当：こども家庭センター］（重層） 

コミュニティカフェ 

での相談窓口設置 

･ 各種コミュニティカフェの開催時に相談窓口を設置し、参加者お

よび会場周辺の来場者に対して相談の受け入れ体制を強化しま

す。 

［担当：地域包括ケア推進課・社会福祉協議会］ 

各種事業での 

相談窓口設置 

･ 社会福祉協議会が行う各種事業の開催時に随時相談窓口を開設

し、相談窓口の受け皿を増やします。また、受けた相談について

は必要に応じて関係機関へつなぎます。 

［担当：社会福祉協議会］ 

［再掲］ 

企業等との連携 

･ 民間企業等の協力を得ながら、企業活動を通した課題把握など連

携し、相談窓口の幅を広げます。 

［担当：社会福祉協議会］ 

※各種相談窓口一覧は資料編参照 
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（３）多機関協働による包括的な支援体制の充実 

 住民に身近な圏域にある相談支援機関では対応しがたい複合的で複雑な課題や制度の

狭間にある課題等を、多機関が協働して包括的に受け止める相談支援体制を整備します。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

重層的支援会議 

･ 複合的な課題等に対応する相談支援を円滑に行う体制づくり構築

のため、各相談機関の管理者により支援プランの決定やモニタリ

ングを行う調整会議、関係相談機関の担当者により支援プランの

検討等を行うケース検討会議を開催します。 

［担当：地域包括ケア推進課］（重層） 

★多機関協働事業 

･ 複合的な課題を抱える世帯に対し、相談支援包括化推進員のコー

ディネートにより、様々な分野の相談支援機関が横断的かつ包括

的に連携した相談支援を行います。 

［担当：地域包括ケア推進課］（重層） 

 

 

  

基本目標１ 重点指標 

●地域のお宝さがし（お宝発表会） 

指標項目 
現状値 

（令和 5 年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

地域のお宝さがしで認定された地域のお宝の数 28 件 96 件 

日常生活圏域ケア会議兼地区懇談会延べ参加人数 1,085 人 1,182 人 

ちょこっとジョブ応援事業所合計数 6 事業所 25 事業所 

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
生活支援コーディネーター活動件数 

1,737 件 1,950 件 

多機関協働事業新規相談年間受付件数 14 件 16 件 

取組の様子 

●ちょこっとジョブ・ 

 ちょこっとボランティア応援事業 
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❖ 基本目標２ 地域を支える人づくり   

基本施策２－１ 当事者としての福祉意識の向上          

 

 

 

 

 

 

福祉情報を提供することは、市民の地域福祉に対する参加促進や意識向上につながります。

地域住民の福祉に対する理解や関心を高めるため、市内の地域福祉活動や福祉制度に関する

情報等を様々な機会を通じて、よりわかりやすく伝えていくことが重要と考えられます。 

また、児童や生徒に対しては、学校等との連携を図り、人権意識の啓発や地域福祉を学ぶ

機会を充実していくことが必要です。 

 

（１）福祉に関する啓発 

 市民一人ひとりが地域における支え合いやふれあいの必要性、地域福祉の重要性を理解

し、計画が推進できるよう、市民特別講座や福祉まつりなど、様々な機会を通じて福祉に

関する啓発活動を実施していきます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

民児協全体研修会等

の開催 

･ 多様複雑化する福祉ニーズに対応するため、地域福祉の理解と認

識を深め、専門的知識と技術による活動実践が図られるように、

研修会等を開催し、担い手を育成します。 

［担当：福祉総務課］ 

市民特別講座の実施 

･ 現在の講座を見直しながら、現状の福祉課題を精査し、市民に対

して各テーマに沿った内容に精通した講座を行い、参加者の意識

向上や福祉に関する啓発活動を実施します。  

［担当：地域包括ケア推進課・社会福祉協議会］ 

福祉まつり等におけ

る啓発活動の実施 

･ 福祉まつり等で事業の各種体験や展示、当事者との交流を通じて、

様々な「気付き」や「つながり」における啓発を図ります。 

［担当：社会福祉協議会］ 

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 福祉の現状を知らなかった 

 近所で何ができるかわからない 

 地域としてどのように関わればよいかわからない 

 地区の課題を知らなかった 

 ひきこもりの人が地域にいるが、家族が言ってこないので、知らないふりがいいの

か、どうしたらよいのか                         など 

主な取組・事業 

現 状 

   

【主な SDGs 関連指標】 



第４章 地域福祉施策、地域福祉活動の展開 
基本目標２ 地域を支える人づくり 

53 

（２）福祉教育の推進 

 家庭や地域の中で、年齢・性別や障がいの有無によって差別されず、誰もが安心して生

活を送ることができる地域づくりに向けて、学校や関係団体等と連携を図り、未来を担う

こどもを中心に人権意識の啓発や地域福祉を学ぶ機会を充実していきます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★学校・地域等への

出前講座の実施 

･ 市内の学校や地域、企業等に向けた出前講座を実施し、未来を担

うこどもや地域を担う人などに「支え合い」や「つながり」の大

切さを伝えます。 

［担当：社会福祉協議会］ 

福祉体験用具 

貸出事業 

･ 車いすや高齢者疑似体験セット等の体験用具の貸出を行い、学校

等で行われる福祉教育の推進を図ります。 

［担当：社会福祉協議会］ 

サマーボランティア

スクールの実施 

･ 市内小学生（４年生以上）を対象に、テーマ別（高齢者・障がい

者・防災）の様々な体験を通じて、自助や互助やボランティアへ

の理解と関心を深めていきます。 

［担当：社会福祉協議会］ 

 

（３）交流による理解促進 

 ボランティア・福祉施設などの多様な団体が参加・交流する機会を設け、情報交換や連

携強化につなげるとともに、参加者の地域福祉に対する意識や理解、さらなる関心の向上

を図ります。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

各種交流事業への 

支援 

･ 世代間交流事業等の事業費に対して支援を行い、団体の活性化に

寄与します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

［再掲］ 

多世代交流イベント

事業の開催 

･ 福祉まつりや世代間交流事業等の交流イベントを開催し、高齢者

や障がいのある人等の当事者と参加者の交流を促し、つながりを

生むことや相互の支え合い活動等や共生社会の推進を図ります。 

［担当：社会福祉協議会］ 
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◎ 基本施策２－２ 地域福祉活動への多様な担い手づくり 

◎  

 

 

 

 

 

 

地域共生社会の実現を目指し、誰もがそれぞれにできる役割を担い、住民がお互いに支え

合う仕組みを構築していく必要があります。研修・講座の充実、関連団体への支援等を通じ、

地域福祉の中核を担う組織・サポーターの確保・育成や、健康づくり・介護予防活動に取り

組むリーダーの育成・支援を行っていきます。 

 

（１）地域福祉活動の担い手づくり 

 地域福祉活動の担い手づくりに向けて、各種サポーターの養成講座やボランティア活動

支援など、地域における学習会や講座等を開催し、地域福祉に対する理解を促進し、地域

福祉活動への参加者を拡大します。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

各種サポーター養成

事業 

･ 生活サポーター（あったかいご員）・ますます元気サポーター・

認知症サポーターを養成するため、講座の開催や講師の派遣をし

ます。 

［担当：地域包括ケア推進課］ 

★地域福祉 

サポーター養成研修 

･ 地域の支え合い活動等に必要な知識・視点等に気づき、地域資源

の発見・発掘を通じて普段のつながりや支え合いを推進するサポ

ーターを養成します。また、研修体系として、導入（スタートア

ップ）、本講座（養成）、スキルアップを隔年で行います。  

［担当：社会福祉協議会］（重層） 

中・高校生へのボラ

ンティア活動支援 

･ 中学生及び高校生に対し、ボランティア活動の普及啓発を行い、

地域づくりやボランティア体験を通じて多様な人たちと触れ合う

活動の場を提供します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

ふれあい在宅福祉 

サービス協力会員 

研修会の実施 

･ 在宅福祉の充実を図るために実施している「ふれあい在宅福祉サ

ービス」の協力会員を対象とし、事業の理解を深めるとともに活

動への積極的な参加を推進します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 ふれあい相談員なので、家の中に入れず、中の状況がわからない 

 地域のリーダーがいないことが加速している 

 周囲も高齢化しており、なり手がいない、地域の催しがなくなる 

 役員も慣れる前に次の人に代わる、地域の温度差              など 

現 状 

主な取組・事業 
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（２）地域、団体等の活動支援 

 地域における各種活動を活発化させるため、介護予防活動の場の拡大・充実や生活支援

コーディネーターによる地域資源の発掘等を推進します。 

 また、地域活動を行う各種団体への支援を通じ、地域福祉活動を推進します。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

［再掲］ 

地域介護予防活動 

支援事業 

･ 地域において高齢者自ら活動に参加し、介護予防に向けた取り組

みが主体的に行われるような地域社会の構築を目指して「はつら

つセンター事業」や「介護予防ボランティア育成事業」（ますま

す元気サポーター活動支援）、「地域づくり型介護予防事業」（あ

ったかとちぎ体操）等を積極的に実施し、地域介護予防活動の場

の拡大・充実を支援します。 

［担当：地域包括ケア推進課］（重層） 

［再掲］ 

生活支援体制 

整備事業 

･ 高齢者の生活支援ニーズに合わせた地域資源の発掘やマッチング

を担う生活支援コーディネーターを配置するとともに、地域に不

足する資源を創出するための協議の場となる協議体の設置も行

い、生活支援サービスの提供体制を整備します。 

［担当：地域包括ケア推進課］（重層） 

地区社会福祉協議会

への支援 

･ 地域に根付いた福祉活動を実施している地区社会福祉協議会（市

内１７か所）の活動への支援や役員研修会で市内全域での情報交

換や地域福祉活動に関わる研修会等を開催し、共生社会の実現に

向けた地域福祉活動を進めます。 

［担当：社会福祉協議会］ 

福祉団体及び 

ボランティア団体 

事業補助金 

･ 市内で活動する福祉団体やボランティア団体等を対象に実施する

事業に対して補助等の支援を行い、市内の福祉活動の推進を図り

ます。 

［担当：社会福祉協議会］ 
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基本目標２ 重点指標 

指標項目 
現状値 

（令和 5 年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

学校・地域等への出前講座の実施回数 52 回 57 回 

地域福祉サポーター養成研修受講者数（隔年開催） 65 人 120 人 

取組の様子 

●地域福祉サポーター養成研修 ●学校・地域等への出前講座の実施 
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❖ 基本目標３ 福祉サービスを利用しやすい地域づくり   

基本施策３－１ 福祉サービスの適切な利用の促進 

 

 

 

 

 

福祉サービスや生活支援が必要な状態であるにもかかわらず、適切な支援の情報が伝わっ

ていない人や世帯があってはいけません。早い段階から相談や支援につなげていけるよう、

必要な人に必要な情報が届く仕組みが必要です。 

また、サービス利用者の視点に立ち、利用しやすい福祉サービスの充実と、福祉サービス

を安心して利用できる体制の強化を行っていく必要があります。 

 

（１）福祉サービスの情報発信 

 市の福祉施策やサービス、相談窓口等の情報提供については、市民にわかりやすい表現

や工夫を心がけるとともに、報道機関や電子媒体を活用する等、情報の内容や提供する機

会の充実を図ります。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★ふれあい通信の 

配付 

･ 月に 1 回、市政情報等のお知らせチラシである「ふれあい通信」

を作成し、対象世帯に配付をすることで、福祉サービス等の情報

提供を図ります。 

［担当：高齢介護課］ 

報道機関の活用 

･ 各種事業において事業予告および事業実施の報告等の発信を行

い、社会福祉協議会のＰＲを強化します。  

［担当：社会福祉協議会］ 

電子媒体の活用 

･ 紙媒体の広報誌「ふくぴーだより」をはじめ、ＳＮＳ等の電子媒

体を活用し、市民に対する情報発信の幅を広げます。 

［担当：社会福祉協議会］ 

  

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 相談に来た段階では、認知症の症状がすごく進んでいる状況 

 介護認定を受けたいが、どこに相談すればいいか 

 自分の判断で通院しなくなった場合にどう声かけをするか 

 地域で行われているサービス等に差を感じた              など 

主な取組・事業 

現 状 

   

【主な SDGs 関連指標】 
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（２）福祉サービスの質の向上 

 サービス利用者に対する支援や生活の質の向上を図るため、事業所、サポーター等への

講座や学習会を開催します。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

事業所への支援・指導 

･ 社会福祉事業の経営に係る指導監督等の事務を行い、適正な法人

運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ります。 

［担当：福祉総務課］ 

［再掲］ 

各種サポーター養成

事業 

･ 生活サポーター（あったかいご員）・ますます元気サポーター・

認知症サポーターを養成するため、講座の開催や講師の派遣をす

ることで、福祉サービスの質の向上を図ります。 

［担当：地域包括ケア推進課］ 

事業所・学習会の実施 

･ 介護保険事業所および障がい福祉サービス事業所が定期的に集ま

るサロンを開催し、サービス種別ごとの情報交換や情報共有を通

じて事業所及び職員の質の向上を図ります。 

［担当：社会福祉協議会］ 
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◎ 基本施策３－２ 権利擁護体制の充実 

◎  

 

 

 

 

 

 

認知症、知的障がい、精神障がいなど、判断能力が十分ではない人を擁護し、支援してい

く必要があります。 

また、高齢者や障がいのある人、こどもや女性に対する暴行・虐待や嫌がらせなど様々な

人権問題が起きています。こうした被害を受けて困っている人やそれを見聞きした人からの

相談を受けるなど、相談支援体制を充実していく必要があります。 

 

（１）権利擁護の理解促進と利用支援 

 判断能力が十分でない人や障がいのある人など、社会的立場の弱い人達の権利が尊重さ

れ、不利益を被ることなく自分らしい生活を送ることができるよう、相談体制の強化や生

活支援の充実、成年後見制度・法人後見等の利用を促進していきます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

栃木市成年後見制度

利用促進計画 

･ 「栃木市成年後見利用促進計画」のもと、地域連携ネットワーク

の強化や総合的な権利擁護支援策等に取り組む中で、成年後見制

度の理解促進及び利用者の早期発見を図り、制度の利用につなげ

ることで、成年後見制度の利用促進を図ります。 

［担当：地域包括ケア推進課］ 

配偶者等からの暴力

に関する相談支援 

･ 女性相談支援員が配偶者等からの暴力に関する相談支援を行いま

す。 

［担当：こども家庭センター］ 

  

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 独居老人の認知機能が低下しごみ屋敷状態であった 

 祖母がうつと認知症、できていたことができなくなる、ストレスがうつ発症の一番の

きっかけ 

 息子の名前をかたる電話や、塗装屋根の迷惑電話がある           など 

現 状 

主な取組・事業 
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取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★法人後見事業 

･ 認知症の高齢者や障がい等で、判断能力が不十分なため意思決定

が困難な人に成年後見制度を活用し、財産管理や身上保護を提供

することにより権利を擁護します。親族や専門職(弁護士、司法書

士、社会福祉士など)による後見人等が得られにくい人に対し、家

庭裁判所の審判を経て、栃木市社会福祉協議会が法人として後見

人等を受任します。  

［担当：社会福祉協議会］ 

日常生活 

自立支援事業の実施 

･ 住み慣れた地域で安心して暮らすために、認知症の高齢者や知的

障がい、精神障がいのある人など判断能力に不安がある人の福祉

サービス及び金銭管理を支援します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

（仮称）栃木市未来

ホッとあんしんサポ

ート事業 

･ 身寄りのない高齢者等の生活上の課題に向き合い、安心して歳を

重ねることができる社会をつくっていくため、包括的な相談・調

整窓口の設置及び経済的な理由等により、民間による支援を受け

られない人を対象に、総合的な支援パッケージを提供していきま

す。 

［担当：社会福祉協議会］ 

 

（２）虐待防止対策の推進 

 児童や弱い立場の人達に対する虐待・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）等が身近

な問題であることの認識を広めつつ、発生予防や早期発見・早期対応が図られるよう、地

域や関係機関との連携強化や相談体制を充実していきます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★高齢者等 

虐待防止対策の促進 

･ 虐待防止に関する正しい知識・理解の普及啓発を行うとともに、

地域での声掛けなどを通じて、見守り体制を築いていけるよう推

進します。 

また、各相談機関を中心に相談しやすい体制づくりを推進し、虐

待の相談を受けた場合は、被虐待者を取り巻く関係者と早期にケ

ース会議を行った上で、迅速な対応を進めていきます。 

［担当：地域包括ケア推進課・障がい福祉課］（重層） 

児童家庭相談事業 

･ 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るた

め、家庭相談員による各種の相談指導を行います。 

［担当：こども家庭センター］ 
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◎ 基本施策３－３ 生活困窮、こどもの貧困対策の推進 

◎  

 

 

 

 
 

コロナ禍の影響による失業や減収、物価高などによる生活困窮がみられます。低所得者や

高齢者、障がいのある人の生活を経済的に支えるとともに、生活に困窮した人に対し、生活

を立て直せるよう支援していくことが求められています。 

また、こどもの貧困は経済的な困窮にとどまらず、学習面や生活面、心理面など様々な面

に及ぶものであり、世帯の経済状況や生活状況にかかわらず、すべてのこどもが心豊かに未

来を切り開いていけるよう支援していく必要があります。 

 

（１）生活困窮者に対する相談支援機能の充実 

 生活困窮者の生活を守るため、地域のつながりを生かした見守りや声かけ活動による生

活困窮者の早期発見・実態把握を進めるとともに、誰もが支援を適切に受けられる相談窓

口の機能強化、経済的支援を必要とする人に対する各種福祉資金の貸付を行います。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★生活困窮者 

自立支援事業 

･ 生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、

本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援、家計管理に関

する支援、滞納の解消や各種制度等の利用に向けた支援、債務整

理に関する支援、貸付のあっせん等を行うための家計相談を行い

ます。 

また、フードバンク等のイベントを通じ事業の周知を併せて行い

ます。 

［担当：社会福祉協議会］（重層） 

くらしサポート事業 

（緊急一時支援事業） 

･ 生活困窮者等に対し、緊急一時的な衣服、食糧、日用品等を提供

し、健康状態の悪化を防止すること等により自立を支援します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

  

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 老後の資金の問題について話し合いたい 

 年金が少ないのでサービスを利用できない 

 こどもや高齢者の居場所運営の協力者を確保することが必要         など 

現 状 

主な取組・事業 
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取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

各種資金の貸付・相談 

･ 栃木県社会福祉協議会が低所得者等に対し、各種資金を貸し付け

る生活福祉資金の窓口として、貸付申請に必要な支援等を実施し

ます。 

･ 生活保護が開始されるまでの間の生計の維持が困難な世帯等に対

し、生活一時金の貸付を行います。（社会福祉金庫の貸付） 

･ 療養者世帯の生活安定の助長を図る高額療養費の貸付を行いま

す。 

［担当：社会福祉協議会］ 

 

（２）こどもの貧困対策の推進 

 貧困の連鎖に陥ることなく、安心して未来に希望を持ち、自立していけるように、関係

団体等との連携を図りながら、こどもの貧困の解消に向けた総合的な取組を推進していき

ます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

こども食堂の支援 

･ こども食堂の開設及び運営に必要な経費の一部を補助することに

より、食事の提供、学習の支援等を通してこどもの居場所づくり

を促進します。 

［担当：こども家庭センター］ 

★こどもの学習・生活

支援事業 

･ 「貧困の連鎖」の防止のため、生活困窮世帯での養育相談や学び

直しの機会の提供、学習支援とともに必要に応じて、日常社会生

活支援も併せて行います。 

また、高校受験・進路決定の一助となりえる模擬試験の受験を促

進するため、中学３年時に年２回の受験料を助成します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

［再掲］ 

くらしサポート事業 

（緊急一時支援事業） 

･ 生活困窮者等に対し、緊急一時的な衣服、食糧、日用品等を提供

し、健康状態の悪化を防止すること等により自立を支援します。 

［担当：社会福祉協議会］ 
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基本目標３ 重点指標 

●こどもの学習・生活支援事業（まなびーや） 

取組の様子 

指標項目 
現状値 

（令和 5 年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

ふれあい通信年間配付部数 10,005 部 10,900 部 

法人後見事業受任件数 8 件 18 件 

権利擁護事業契約者数 － 20 人 

高齢者等虐待に関する相談実人数 84 人 58 人 

生活困窮者自立支援事業周知活動実施数 3 回 6 回 

中学３年生通学・通信登録者の模試受験率 70％ 90％ 

 

●生活困窮者自立支援事業周知活動 

 （フードバンク） 
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❖ 基本目標４ 安全・安心な地域づくり   

基本施策４－１ 支え合い活動の充実 

 

 

 

 

 

 

誰もが福祉を我が事として捉え、それぞれが身近にできることを行いながら、隣近所でお

互いに支え合っていく活動の推進が求められます。 

また、高齢者や障がいのある人、こどもなど誰もが住み慣れた地域で安全・安心に暮らせ

るように、地域住民や関係機関等との連携により、防災や防犯に配慮した環境づくりを推進

していくことが必要です。 

 

（１）支え合い活動の推進 

 民生委員児童委員、自治会、ボランティア、ＮＰＯなどに加え、より多くの地域住民に

地域福祉活動の支え手として携わってもらえる環境づくりに向け、身近な困りごとにお互

い様で助け合う、隣近所で支え合う活動に対する意識の醸成や、活動に必要な支援を行い

ます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

民生委員・児童委員

活動 

･ 住民の生活状態の適切な把握、要援助者への相談・援助、福祉サ

ービスの情報提供、社会福祉事業者との連携・支援、関係行政機

関の業務協力等を通して、ひとり暮らしの高齢者や障がいのある

人などの地域における見守り活動を行います。 

［担当：福祉総務課］ 

高齢者地域見守り 

支援事業 

･ 高齢者の孤独死などの防止のため、ふれあい相談員事業や配食サ

ービス事業、緊急通報装置貸与事業等による安否確認を継続して

実施します。また、地域全体で高齢者を見守るネットワークを構

築するため、民生委員・児童委員や警察、自治会、民間企業など

と連携しながら地域見守り協定の拡大を図ります。  

［担当：地域包括ケア推進課］ 

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 民生委員活動の際に話をして情報収集する、特に独居世帯 

 近所の人とのふれあいや支え合い等地域でやれることがあるか考えていきたい 

 近所で災害時のシミュレーションをしてほしい 

 高齢者の災害時の避難について話し合いたい 

 犯罪被害がないように訪問している                    など 

主な取組・事業 

現 状 

   

【主な SDGs 関連指標】 
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取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★地域支え合い活動

の推進 

･ 地域において、見守り等が必要なひとり暮らしの高齢者や支援が

必要な人が増加する中で、地域全ての人が支え合う「互助」によ

る支え合い体制の整備に向け、地域の身近なコミュニティである

自治会等において支え合い活動を推進していくため、活動に必要

な支援を行います。 

［担当：地域包括ケア推進課］ 

［再掲］ 

ふれあい在宅 

福祉サービスの推進 

･ 本事業を活用し、住民相互の支え合い活動を図り、在宅福祉の充

実を推進します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

 

（２）防犯、防災活動の推進 

 大規模な災害の発生に備え、地域の特性に応じた互助による防災体制が速やかに機能す

るよう、自主防災組織の育成を進めます。 

 また、高齢者、障がいのある人、児童・生徒を犯罪から守る安全・安心な地域づくりに

向け、防犯意識を高める啓発や防犯カメラの設置など、犯罪の起こりにくい環境整備を進

めます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★自主防災組織 

･ 地域で連携して防災対策を行う自主防災組織の育成を進めること

で、災害発生時に「自分たちの地域は自分たちで守る」という「共

助」の力を高めることにより、地域防災力の向上を図ります。 

［担当：危機管理課］ 

防犯活動の推進 

･ 地域の防犯環境の整備を図るため、公共の場所に向けて防犯カメ

ラを設置しようとする自治会に対して、設置経費の一部を補助し

ます。 

［担当：交通防犯課］ 

栃木市青少年 

育成センター 

･ 青少年の健全な育成を図るため、関係機関団体と連携し、情報交

換を行い協力して、補導活動や青少年相談、環境浄化活動を行い

ます。 

［担当：生涯学習課］ 

空き家解体費 

補助事業 

･ 倒壊のおそれがあるなど再利用が困難な空き家を解体して敷地を

活用してもらうため、解体工事費の一部補助を行い、活用できな

い空き家の除却を促進します。 

［担当：建築住宅課］ 
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取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

災害ボランティア 

支援委員会の実施 

･ 平常時より、行政や栃木青年会議所、ＮＰＯ法人と連携し、相互

の顔の見える関係づくりを目的に、情報交換や研修を共に行い非

常時に向けた体制を整備します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

災害ボランティア 

センター運営研修

（隔年） 

･ 災害が発災した場合に必要に応じて行われる「災害ボランティア

センター」の円滑な運営を目指し、災害ボランティア支援委員会

をはじめとした関係者やボランティアを含めた運営研修を行い、

有事の際に備えます。 

［担当：社会福祉協議会］ 
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◎ 基本施策４－２ 移動手段、生活環境等の整備 

◎  

 

 

 

 

 

高齢化、核家族化、地域の過疎化、運転免許証の返納など、社会構造の変化等に伴い、買

い物、通院、行事への参加といった日常生活における交通手段の確保や空き家・空き地の増

加といったことが生活に身近な課題となっています。安全に、安心して暮らせる地域づくり

に向けて地域での支え合いや持続可能なサービスの在り方について検討を進めていく必要

があります。 

 

（１）外出支援の充実 

 誰もが容易に利用できる、地域の実情に応じた効率的な移送サービスを確保するため、

コミュニティバスやデマンド交通の充実に取り組みます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

外出支援事業 

･ 学生や高齢者等の自家用車等を運転できない人の日常生活におけ

る移動手段の確保及び公共交通空白地域の解消を図るため、市民、

交通事業者、市が一体となり、地域の実情に即した持続可能な地

域交通を実現するため、コミュニティバス及びデマンドタクシー

を運行します。 

［担当：交通防犯課］ 

★障がい者等 

移送サービス 

･ 車椅子を利用されている人を対象に、車いす移送車を活用し市外

の病院等への送迎を行い、介護者の負担軽減を図るとともに利用

者の利便性を図ります。  

［担当：社会福祉協議会］ 

外出に関わる 

支え合い活動の推進 

･ 公共交通機関の利用が困難な方々に対し、地域住民等の相互の支

え合い活動の一環として、出張販売や、ボランティアを活用した

買い物等の支援を行い、地域の実情に合わせた活動を展開します。 

［担当：社会福祉協議会］（重層） 

車いす車両貸出事業 

･ 車いすを利用する高齢者や障がい児者を対象に、外出の手段の確

保や社会参加を進め、介護者の負担軽減を図るために車いすのま

ま乗降できる車両を無料（燃料代負担）で貸し出します。 

［担当：社会福祉協議会］ 

市民のみなさんの主な声（座談会より） 

 高齢者の居場所を検討する場合、移動とあわせて検討する必要がある 

 一緒に買い物に行くが、自動車事故など何かあったらどうしようという心配はある 

 通院方法や買い物の問題がある                      など 

現 状 

主な取組・事業 
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（２）生活環境整備の充実 

 地域の生活環境の向上に向けて、ごみ出しが困難な家庭に対するごみ出しのサポートや

歩道の段差解消、視覚障がい者用ブロックを設置する等のバリアフリー化を進めます。 

取組（★：重点事業） 内容（（重層）：重層的支援体制整備事業対象事業） 

★ごみ出しサポート

事業 

･ 家庭から排出するごみを、ごみステーションまで搬出することが

困難な高齢者、障がいのある人等のみで構成される世帯に対し、

安否の確認を行いながら家庭ごみを戸別に収集します。 

［担当：クリーン推進課］ 

幹線道路における 

バリアフリー化の 

推進 

･ 誰もが安全に安心して利用できる、人にやさしい道路の整備を実

施し、特に駅周辺や高齢者や障がいのある人等が比較的多く利用

する施設の周辺において、歩道の段差解消や視覚障がい者用ブロ

ックの設置等、面的、一体的なバリアフリー化を推進します。 

［担当：道路河川整備課］ 

 

 

  

取組の様子 

指標項目 
現状値 

（令和 5 年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

支え合い名簿提供団体数 10 団体 90 団体 

自主防災組織の組織数 68 組織 125 組織 

障がい者等移送サービス利用回数 692 回 777 回 

ごみ出しサポート事業利用世帯数 63 世帯 65 世帯 

 

基本目標４ 重点指標 

●防災訓練に参加する自主防災組織の皆さん ●障がい者等移送サービス車 
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+ 

第５章 計画の推進に向けて 
 

１ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては市民、地域の組織・団体、ボランティア・ＮＰＯ団体、福祉サ

ービス事業者、行政など、様々な人々や団体、関係機関との連携・協働が必要となります。

地域福祉の推進に向けて、関係機関等との連携・協働を行い、計画を推進します。 

２ 計画の進行管理 

地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき地域福祉を推進していくには、計画の進行管理

を適切に実施していくことが必要です。計画の進行管理は、ＰＤＣＡサイクルを活用し、計

画(Ｐｌａｎ)を立て、それを実行(Ｄｏ)し、実行の結果を評価(Ｃｈｅｃｋ)して、さらに計

画の見直し(Ａｃｔｉｏｎ)を行う一連の流れにより、計画に位置づけた施策の進捗状況を管

理し、実効性を確保します。 

 

 

  ＜ＰＤＣＡサイクル＞ 

計画（Ｐlan）をたて、それを実行（Ｄo）し、実行の結果を評価（Ｃheck）して、 

さらに計画の見直し（Ａction）を行う一連の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａction（施策の見直し・改善） 

評価を踏まえた施策の見直し・改善 

Ｄo（施策の推進） 

自助、互助・共助、公助の役割に応じ

た施策推進 

Ｐlan（施策の立案） 

施策立案による計画実行性の向上 

Ｃheck（施策の評価） 

日々の業務や栃木市地域福祉計画・地

域福祉活動計画推進懇談会における

施策の評価 
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資料編 
 

１ 用語解説 

【あ行】  

用語 解説 

アウトリーチ 
積極的に対象者のいる場所に出向いて必要なサービスや情報を届け

るよう行動すること。 

いきいきサロン 
自宅や空き家等を活用し、高齢者が気軽に立ち寄り、お茶や会話を楽

しめるサロンのこと。 

【か行】  

用語 解説 

権利擁護 

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない

方々などの権利の代弁・弁護を行い、安心して生活できるよう支援す

ること。 

高額療養費の貸付 

国民健康保険の被保険者が、病気や怪我で入院・通院し、同一月の医

療費自己負担額が一定の基準を超え、且つ高額療養費の支給が見込ま

れる場合、支給見込額の９割の貸付を行うもの。 

合計特殊出生率 

15～49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもの（１人の女子が

仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときのこども

の数に相当）。 

合理的配慮 
社会的障壁を取り除くため、特定の障がい者に対して個別の状況に応

じて講じられるべき措置のこと。 

高齢者ふれあい相談員 

高齢者を社会的にも精神的にも孤立させないことを目的に、市長から

委嘱を受け、70 歳以上の方のみが暮らす世帯に対し家庭訪問を行い、

安否確認等の活動を行っている者のこと。 

こども食堂 
地域のこどもたちが、安心して過ごせる居場所の一つとして、食事や

遊び、学習支援等を提供するコミュニティのこと。 

コミュニティカフェ 

こどもから高齢者（年齢や障がいの有無に関わらず）まで、地域の住

民が集まり交流することで身近な相談窓口として、役割を果たしてい

る。地域社会における「たまり場」や「居場所」のこと。 

コミュニティバス 
行政が中心となって、既存の路線以外のバスを必要としている地域に

走らせるバスのこと。 
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【さ行】  

用語 解説 

自主防災組織 

「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感のもと、災

害による被害の予防や軽減のための活動を行う、地域住民が自主的に

結成する組織のこと。 

市民後見人 
弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格を持たない、親族以外の市

民による成年後見人等のこと。 

障がい児子育てサロン 
日頃の不安や負担を軽減する環境を促進するために、障がいをもつこ

どもやその保護者が気軽に集える場所のこと。 

障がい児者相談支援センター 
障がいのある方が住みなれた地域で安心して生活していけるよう、必

要なサービスや利用できる制度などについての相談・支援を行う所。 

スクールガード 
児童の登下校時などに見守り活動を行っていただくボランティアの

方々のこと。 

スクールソーシャルワーカー 

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取

り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童

生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する専門家のこと。 

生活支援コーディネーター 

（地域支え合い推進員） 

地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を図るた

め、地域のニーズやサービスなどの現状を把握し、サービス事業者へ

の協力依頼や開発、関係者のネットワーク（コーディネート機能）な

どを行う者のこと。 

成年後見サポートセンター 
成年後見制度について詳しく知りたい方などに対して、情報提供、相

談、助言などを行う所。 

成年後見制度 

障がいや認知症により判断能力が十分でない方が不利益を被らない

ように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付け

てもらう制度のこと。 

ソーシャルワーク機能 

複合的課題を抱える事例に対して、分野横断的に支援を必要とする

人々を取り巻く環境や地域社会に働きかけ、多様な社会資源を活用・

開発していくこと。 

【た行】  

用語 解説 

ダブルケア 

狭義では育児と介護が同時期に発生する状態のこと。広義では家族や

親族等との密接な関係における複数のケア関係とそこにおける複合

的課題のこと。 

団塊の世代 昭和 22 年から昭和 24 年生まれの年代の方々のこと。 

地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人

ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会のこと。 
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【た行】  

用語 解説 

地域子育て支援センター 
子育て家庭への育児支援を図るため、子育てに関する情報提供や育児

不安等に関する相談支援を行う所。 

地域包括ケアシステム 

介護や支援が必要になっても、高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けるため、住まい、医療、介護、予防、生

活支援が、日常生活の場で一体的に提供できる地域での体制のこと。 

地域包括支援センター 

いつまでも自分らしく、住み慣れた地域で安心して暮らしていくこと

ができるよう、高齢者等の生活を総合的に支えていくための地域拠点

として、各種相談、介護予防事業などを行う所。 

地区社会福祉協議会 

（地区社協） 

住民一人ひとりが社会福祉に参加して、地域の中の助け合いを育てて

いくために、地域住民や、自治会、民生委員・児童委員、その他の各

種団体から選出された方によって構成される住民組織のこと。 

チームオレンジ 

地域住民や専門職など多様な認知症サポーターがチームを組んで、地

域で暮らす認知症の人やその家族の方の生活面のニーズに応じた支

援を行う取組のこと。 

ＤＶ（ドメスティック・バイ

オレンス） 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴

力のこと。 

デマンドタクシー 
複数の利用者からの予約をもとに、タクシー車両が各利用者宅を経由

し、順次目的地まで送迎するもの。 

テレワーク 

「tele=離れた場所」と「work=働く」を組み合わせた言葉で、自宅や

外出先など、オフィスから離れた場所でインターネットなどを活用し

て働くこと。 

とちぎ市民活動支援センター

くらら 

市民一人ひとりの手で、よりよい社会や環境をつくろうとする市民活

動（ボランティア、NPO、社会貢献など）を推進している所。 

とちぎ未来アシストネット 

学校職員・地域住民をつなぎ役として配置し、学校・家庭・地域の連

携・協力を組織的に発展させ、より効果的に「学校支援（教育の充実）」

や「地域の絆づくり」等を図る本市独自の教育システムのこと。 

【な行】  

用語 解説 

認知症カフェ 
認知症の人、家族、地域住民、医療や介護の専門職、認知症について

関心がある人など、誰もが気軽に集まり、交流を楽しめる場のこと。 

認知症サポーター 

認知症に関する知識と理解を持ち、地域で認知症の人や家族に対して

できる範囲で温かく見守る応援者として、自分のできる範囲で活動し

ていただく方のこと。 
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【は行】  

用語 解説 

8050 問題 
80 代の親とひきこもり状態などの 50 代の子が同居する世帯の孤立

化・困窮化に伴うさまざまな問題のこと。 

はつらつセンター 

地域住民の参加と協力のもとに、家に閉じこもりがちな高齢者に生き

がいとなるような集まりの場を提供し、介護状態になることを防止し

て、健康で元気に生活していただくためのさまざまな事業を実施する

団体のこと。 

伴走型支援 
深刻化する社会的孤立に対応するために、つながり続けることを目的

とした支援のこと。 

福祉タクシー利用券 障がいのある方や通院している高齢者に対して交付される券のこと。 

ふれあい交流事業 

地域共生社会の実現に向け、障がいのある方もない方も一緒に交流す

ることで、地域に住む人々が互いの理解を深め、支え合いの気持ちを

育むことを目的とする事業のこと。 

フードバンク 

食品製造業者や農家、家庭などから、まだ食べられるのに捨てられて

しまう食品の寄付を受け、食べ物に困っている方、福祉施設などに無

償で提供する活動やその活動を行う団体のこと。 

法人後見 

社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見人等になり、

親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不

十分な人の保護・支援を行うこと。 

ボランティアセンター 
ボランティア活動を希望する方と希望される側の調整、ボランティア

保険の加入手続きやボランティア団体登録等の支援を行う所。 

【や行】  

用語 解説 

ヤングケアラー 
本来大人がするような家事や家族の世話などを日常的に行っている

こどものこと。 
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２ 栃木市社会福祉施策推進委員会規則 

 

(設置) 

第 1 条 本市における社会福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、栃木市社会福祉施策推

進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(業務) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項について、検討し、又は協議するものとする。 

(1) 社会福祉施策に係る基本方針に関すること。 

(2) 社会福祉施策の総合的推進に関すること。 

(3) 社会福祉施策に係る調査研究に関すること。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

(組織) 

第 3 条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 市議会議員 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 社会福祉関係団体の関係者 

(4) 医療、福祉、保健及び教育関係機関の関係者 

(5) 公募による委員 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

(委員長及び副委員長) 

第 4 条 委員会に、委員長及び副委員長各 1人を置き、委員の互選により定める。 

2 委員長は、会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

(会議) 

第 5 条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

2 委員会は、委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

(専門部会) 

第 6条 委員会に、専門的な事項について調査研究及び検討するため、次に掲げる専門部会を置く。 

(1) 高齢者福祉専門部会 

(2) 児童福祉専門部会 

(3) 障がい者福祉専門部会 

(4) 就労支援専門部会 

(5) 権利擁護専門部会 

2 委員は、いずれかの専門部会に所属するものとする。 

3 専門部会に、部会長及び副部会長各 1 人を置き、部会委員の互選により定める。 

4 専門部会に、特別の事項を調査研究及び検討させるため必要があるときは、特別委員を置くこ

とができる。 
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5 特別委員は、特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

6 特別委員は、特別な事項の調査研究及び検討が終了したとき又は市長が特別な事情があると認

めたときは、解任されるものとする。 

(任期) 

第 7 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

3 委員は、第 3 条各号に掲げる職を失ったとき又は辞したときは、任期中においても委員の職を

失う。 

(庶務) 

第 8 条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉総務課において処理する。 

(補則) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 22 年 3 月 29 日から施行する。 

附 則(平成 22 年規則第 215 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 23 年規則第 23 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 28 年規則第 23 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 29 年規則第 7 号) 
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３ 各種相談機関一覧（令和６年度末現在）  

重層的支援体制 

整備事業の事業区分 
分野 相談機関 設置数 担当 

地域包括支援センター

の運営 
高齢者 地域包括支援センター 11 地域包括ケア推進課 

障害者 

相談支援事業 
障がい児者 障がい児者相談支援センター 1 障がい福祉課 

利用者支援事業 
こども・ 

保護者 
こども家庭センター 1 こども家庭センター 

 
こども・ 

保護者 
保育課 1 保育課 

生活困窮者 

自立支援事業 
生活困窮者 とちぎ市くらしサポートセンター 1 社会福祉協議会 

その他 生活保護 福祉総務課 1 福祉総務課 

 障がい児者 障がい福祉課 1 障がい福祉課 

 高齢者 高齢介護課 1 高齢介護課 

 成人 健康増進課 1 健康増進課 

 こども 子育て総務課 1 子育て総務課 

 こども 地域子育て支援センター 17 子育て総務課 

 
こども・ 

保護者 
学校教育課 1 学校教育課 

 地域福祉 栃木市社会福祉協議会 1 社会福祉協議会 

 
高齢者・ 

障がい児者 
栃木市成年後見サポートセンター 1 社会福祉協議会 

 
高齢者・ 

障がい児者 

とちぎ権利擁護センター 

あすてらす・とちぎ 
１ 社会福祉協議会 
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